
の量は5〃g／ml以下となる。   

（ヨホルムアルデヒド  

浸出用液として水を用いて作った試験溶液について，モノマ  

ー試験法中のホルムアルデヒドの試験を行うとき，これに適合  

しなければならない。   

③蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〟g／ml以下でなけれ  

ばならない。  

2．ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包   

装（ただし，フェノール樹脂，メラミン樹脂又はユリア樹脂を主   

成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装を除く。）  

ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器   

包装（ただし，フェノール樹脂，メラミン樹脂又はユリア樹脂を   

主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装を除く。）は，次の   

試験法による試験に適合しなければならない。   

a 溶出試験   

（ヨホルムアルデヒド  

浸出用液として水を用いて作った試験溶液について，モノマ  

ー試験法中のホルムアルデヒドの試験を行うとき，これに適合  

しなければならない。   

②蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〃g／ml以下でなけれ  

ばならない。  

3．ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装  

ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装   

は，次の試験法による試験に適合しなければならない。   

a 材質試験   

①ジブチルスズ化合物  

試料を細切又は粉砕し，その0．5gを量りJ共栓付フラスコに  

入れる。アセトン及びヘキサンの混液（3：7）20ml及び塩酸  

1滴を加え，密栓をして約40℃に保ちながら時々振り混ぜて一  

晩放置する。冷後，この液をろ過し，ろ液及び洗液を合わせ，  

減圧濃縮器を用いて40℃以下で約1mlまで濃縮する。次いで，  

ヘキサンを用いて25mlのメスフラスコに移し，ヘキサンを加え  

て25．Omlとする。毎分2，500回転で，約10分間遠心分離を行い，  

上澄液を試験溶液として添加剤試験法中のジブチルスズ化合物  
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の試験を行うとき，これに適合しなければならない。これに適  

合するとき，試験溶液中のジブチルスズ化合物量は二塩化ジブ  

チルスズとして1〃g／ml以下であり，試料当たりに換算すると5  

0〃g／g以下となる。   

②クレゾールリン酸エステル  

試料を細切又は粉砕し，その0．5gを量り，共栓付フラスコに  

入れる。アセトニトリル15mlを加え，密栓をして約40℃に保ち  

ながら一晩放置する。この液をろ過し，ろ液及び洗液を合わせ，  

アセトニトリルを加えて25mlとし，これをアセトニトリル抽出  

液とする。あらかじめアセトニトリル5ml並びにアセトニトリ  

ル及び水の混液（1：1）5mlをそれぞれ注入して流したオクタデ  

シルシリル化シリカゲルミニカラムに，アセトニトリル抽出碩  

5mlと水5mlを混和して注入する。その後，アセトニトリル及び  

水の混液（2：1）で溶出して溶出液10mlを採取する。これを試  

験溶液として添加剤試験法中のクレゾールリン酸エステルの試  

験を行うとき，これに適合しなければならない。これに適合す  

るとき，試験溶液中のクレゾールリン酸エステル量は10〃g／ml  

以下であり，試料当たりに換算すると1mg／g以下となる。   

③塩化ビニル  

試料を細切し，その0．5gを量り，20mlのセプタムキャップ付  

きのガラス瓶に入れる。次いで，N，N－ジメチルアセトアミド2．  

5mlを加え，直ちに密封する。これを試験溶液としてモノマー  

試験法中の塩化ビニルの試験を行うとき，これに適合しなけれ  

ばならない。これに適合するとき，試料中の塩化ビニル量は1  

〃g／g以下となる。ただし，溶解が困難な試料にあっては，密  

封後常温で時々振り混ぜて一晩放置したものを試験溶液とす  

る。   

b 溶出試験   

（D蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〃g／ml以下でなけれ  

ばならない。ただし，へブタンを浸出用液とする場合にあって  

は，150〃g／ml以下でなければならない。  

4．ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の器  

具又は容器包装  

ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の   

器具又は容器包装は，次の試験法による試験に適合しなければな  
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らない。   

a溶出試験   

①蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〃g／ml以下でなけれ  

ばならない。ただし，使用温度が100℃以下の試料であってへ  

ブタンを浸出用液とする場合にあっては，150〃g／ml以下でな  

ければならない。  

5．ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装  

ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装は，   

次の試験法による試験に適合しなければならない。   

a 材質試験   

（D揮発性物質  

試料約0．5gを精密に量り，20mlのメスフラスコに採り，テト  

ラヒドロフランを適当量加える。試料が溶けた後，ジエチルベ  

ンゼン試亭夜1mlを加え，次にテトラヒドロフランを加え20mlと  

する。これを試験溶液としてモノマー試験法中の揮発性物質の  

試験を行うとき，スチレン，トルエン，エチルベンゼン，イソ  

プロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの量の合計は，5mg／g  

以下でなければならない。ただし，発泡ポリスチレン（熱湯を  

用いるものに限る。）にあっては，各成分の濃度の合計が2mg／g  

以下であり，かつ，スチレン及びエチルベンゼンの濃度がそれ  

ぞれ1mg／g以下でなければならない。   

b 溶出試験   

（》蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〃g／ml以下でなけれ  

ばならない。ただし，へブタンを浸出用液とする場合にあって  

は，240〃g／ml以下でなければならない。  

6．ポリ塩化ビニ リデンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包   

装  

ポリ塩化ビニリデンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器   

包装は，次の試験法による試験に適合しなければならない。   

a 材質試験   

（Dバリウム  

試料0．5gを白金製，石英製又は耐熱ガラス製の蒸発皿に量り，  

直火上約300℃で徐々に炭化した後，約450℃で加熱して灰化す  

る。この残留物に0．1mol／1硝酸50mlを加えて溶解する。これ  
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を試験溶液として原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光強  

度測定法によりバリウムの試験を行うとき，これに適合しなけ  

ればならない。これに適合するとき，試験溶液中のバリウム量  

は1〃g／ml以下であり，試料当たりに換算すると100〃g／g以下  

となる。   

②塩化ビニリデン  

試料を細切し，その0．5gを量り，20mlのセプタムキャップ付  

きガラス瓶に入れる。次いで，N，N－ジメチルアセトアミド2．5m  

lを加え，直ちに密封する。これを試験溶液としてモノマー試  

験法中の塩化ビニリデンの試験を行うとき，これに適合しなけ  

ればならない。これに適合するとき，試料中の塩化ビニリデン  

量は6〃g／g以下となる。   

b 

（D蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〃g／ml以下でなけれ  

ばならない。  

7．ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又   

は容器包装  

ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具   

又は容器包装は，次の試験法による試験に適合しなければならな  

い。   

a 溶出試験   

①アンチモン  

浸出用液として4％酢酸を用いて作った試験溶液について，  

原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光強度測定法によりア  

ンチモンの試験を行うとき，これに適合しなければならない。  

これに適合するとき，試験溶液中のアンチモン量は0．05〃g／ml  

以下となる。   

②ゲルマニウム  

浸出用液として4％酢酸を用いて作った試験溶液について，  

原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光強度測定法によりゲ  

ルマニウムの試験を行うとき，これに適合しなければならない。  

これに適合するとき，試験溶液中のゲルマニウム量は0．1〃g／m  

l以下となる。   

③蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〃g／ml以下でなけれ  
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ばならない。  

8．ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容   

器包装  

ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の器具又は   

容器包装は，次の試験法による試験に適合しなければならない。   

a 溶出試験   

①メタクリル酸メチル  

浸出用液として20％エタノールを用いて作った試験溶液につ  

いて，モノマー試験法中のメタクリル酸メチルの試験を行うと  

き，これに適合しなければならない。これに適合するとき，試  

験溶液中のメタクリル酸メチル量は15J上g／ml以下となる。   

②蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30J↓g／ml以下でなけれ  

ばならない。  

9．ナイロンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装  

ナイロンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装は，次   

の試験法による試験に適合しなければならない。   

a 溶出試験   

①カプロラクタム  

浸出用液として20％エタノールを用いて作った試験溶液につ  

いて，モノマー試験法中のカプロラクタムの試験を行うとき，  

これに適合しなければならない。これに適合するとき，試験溶  

液中のカプロラクタム量は15〃g／ml以下となる。   

②蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〃g／ml以下でなけれ  

ばならない。  

10．ポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包   
装  

ポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器  

包装は，次の試験法による試験に適合しなければならない。   

a 溶出試験   

①蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〃g／ml以下でなけれ  

ばならない。ただし，へプタンを浸出用液とする場合にあって  

は，120〃g／ml以下でなければならない。  

11．ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装  
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ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包   

装は，次の試験法による試験に適合しなければならない。  

a 材質試験  

① ビスフェノールA（フェノール及びp－tert－プチルフェノー  

ルを含む。）  

試料1．Ogを200mlの三角フラスコに入れ，ジクロロメタン20ml   

を加える。試料が溶けた後，よくかき混ぜながらアセトン100m   

lを滴加し，毎分3，000回転で約10分間遠心分離を行い，上澄液   

を減圧濃縮器を用いて約2mlとなるまで濃縮する。次いで，ア   

セトニトリル10mlを加え，更に水を加えて20mlとする。その1m   

lを採り，孔径0．5J⊥m以下のメンブランフィルターでろ過する。   

これを試験溶液としてモノマー試験法中のビスフェノールA（フ   

ェノール及びp－tert－プチルフェノールを含む。）の試験を行   

うとき，ビスフェノールA，フェノール及びp－tert－プチルフ   

ェノールの量の合計は500J⊥g／g以下でなければならない。  

②ジフェニルカーボネート  

① ビスフェノールA（フェノール及びp－tert－プチルフェノ   

ールを含む。）の場合と同様に操作して得られた試験溶液を用   

いて，モノマー試験法中のジフェニルカーボネートの試験を行   

うとき，その量は500J上g／g以下でなければならない。  

③アミン類  

試料1．Ogを200mlの三角フラスコに入れ，ジクロロメタン20ml   

を加える。試料が溶けた後，よくかき混ぜながらアセトン100m   

lを滴加し，毎分3，000回転で約10分間遠心分離を行う。上澄液   

を減圧濃縮器を用いて約1mlに濃縮した後，ジクロロメタンを   

加えて2mlとする。これを試験溶液として添加剤試験法中のア   

ミン類（トリエチルアミン及びトリプチルア、ミンに限る。）の試   

験を行うとき，トリエチルアミン及びトリプチルアミンの量の   

合計は1〃g／g以下でなければならない。  

b 溶出試験  

① ビスフェノールA（フ ェノール及びp－tert－プチルフェノール   

を含む。）   

イ 油脂及び脂肪性食品に用いる器具又は容器包装の場合  

試料を水でよく洗った後，試料の表面積1cm2につき2mlの割  

合のへプタンを浸出用液として用い，25℃に保ちながら1時間  

放置する。この液25mlを分液漏斗に移し，アセトニトリル10m  
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1を加え，5分間激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリ   

ル層を25mlのメスフラスコに移す。へプタン層にアセトニト  

リル10mlを加え，上記と同様に操作して，アセトニトリル層   

を上記のメスフラスコに合わせる。次いでアセトニトリルを   

加えて25mlとする。これを試験溶液としてモノマー試験法中   

のビスフェノールA（フェノール及びp－tert－プチルフェノー   

ルを含む。）の試験を行うとき，ビスフェノールA，フェノー   

ル，及びp－tert－プチルフェノールの量の合計は2．5〃．g／ml   

以下でなければならない。  

ロ 油脂及び脂肪性食品以外の食品に用いる器具又は容器包装   

の場合   

次の表の第1欄に掲げる食品の器具又は容器包装はそれぞれ   

第2欄に掲げる溶媒を浸出用液として用いて作った試験溶液に   

ついて，モノマー試験法中のビスフェノールA（フェノール及   

びp－tert－プチルフェノールを含む。）の試験を行うとき，   

ビスフェノールA， フェノール，及びp－tert－プチルフェノ   

ールの量の合計は2．5〃g／ml以下でなければならない。  

第1欄  第2欄   

酒類  20％エタノール   

油脂及び脂肪性食品並  

びに酒類以外の食品   4％酢酸  

②蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〃g／ml以下でなければ  

ならない。  

12．ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器   

包装  

ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器具又は容  

器包装は、次の試験による試験に適合しなければならない。  

（∋蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は30〃g／ml以下でなければ  
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ならない。  
②→   

個別規格追加二iゴム製の器具又は容器包装  

（1）ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包装  

ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包装は，次の試験法によ  

る試験（塩素を含まないゴム製のものについては，1．材質試験のbに  

示す2－メルカプトイミダゾリンの試験を除く。）に適合しなければな  

らない。  

1．材質試験  

a カドミウム及び鉛  

試料1．Ogを白金製，石英製又は耐熱ガラス製の蒸発皿に採り，  

硫酸2mlを加えて徐々に加熱し，更に硫酸の白煙がほとんど出なく  

なり，大部分が炭化するまで加熱する。これを約450℃の電気炉で  

加熱して灰化する。完全に灰化するまで，蒸発皿の内容物を硫酸  

で潤して再び加熱する操作を繰り返し行う。この残留物に塩酸（1  

→2）5mlを加えてかき混ぜ，水浴上で蒸発乾固する。冷後0．1mol／  

1硝酸20mlを加えて溶解し，不溶物がある場合はろ過をして試験溶  

液とする。この試験溶液について，原子吸光光度法又は誘導結合  

プラズマ発光強度測定法によりカドミウム及び鉛の試験を行うと  

き，これに適合しなければならない。これに適合するとき，試験  

溶液中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ5〃g／ml以下であり，試  

料当たりに換算すると100〃g／g以下となる。  

b 2－メルカプトイミダゾリン  

試料1．Ogを円筒ろ紙に入れ，ソックスレ一拍出器を用いてメタ  

ノール約45mlで8時間抽出する。この抽出液を濃縮し，約1mlとし，  

その10〟1を試験溶液とする。2－メルカプトイミダゾリン標準溶液  

を対照液とし，酢酸エチル及びベンゼンの混液（5‥1）並びに酢酸エ  

チル，メタノール，アンモニア水及び水の混液（30：2：1：1）をそれ  

ぞれ展開用溶媒として，薄層クロマトグラフィーを行うとき，対  

照液から得られる褐色 のはん点に対応するはん点を認めてはな  

らない。ただし，薄層板は担体として薄層クロマトグラフィー用  

シリカゲルを用い，120℃で1時間乾燥したものを使用し，展開用  

溶媒の先端が，原線より約10cmの高さに上昇したとき展開をやめ，  

風乾した後，2，6－ジクロロキノンクロロイミドエタノール試液を  

嘆霧し，120℃で10分間加熱し，観察する。  

2．溶出試験  
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a フェノール  

浸出用液として水を用いて作った試験溶液について，モノマー  

試験法中のフェノールの試験を行うとき、これに適合しなければ  

ならない。これに適合するとき，試験溶液中のフェノール量は5〃  

g／ml以下となる。  

b ホルムアルデヒド  

浸出用液として水を用いて作った試験溶液について，モノマー  

試験法中のホルムアルデヒドの試験を行うとき，これに適合しな  

ければならない。  

c 亜鉛  

浸出用液として4％酢酸を用いて作った試験溶液の1mlを採り，4  

％酢酸を加えて15mlとしたものについて，原子吸光光度法又は誘  

導結合プラズマ発光強度測定法により亜鉛の試験を行うとき，こ  

れに適合しなければならない。これに適合するとき，試験溶液中  

の亜鉛量は15〃g／ml以下となる。  

d 重金属  

浸出用液として4％酢酸を用いて作った試験溶液について，重金  

属試験を行うとき，これに適合しなければならない。これに適合  

するとき，試験溶液中の重金属量は鉛として1〃g／ml以下となる。  

ただし，硫化ナトリウム試液を加えるとき，白濁により試験に影  

響がある場合には，試験溶液をアンモニア水で中和してpH7以上と  

し，これにシアン化カリウム試液を加えたものについて試験を行  

う。  

e 蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は60〃g／ml以下でなければ  

ならない。ただし，器具にあっては水を，油脂及び脂肪性食品の  

容器包装にあっては20％エタノールを浸出用液として用いる。  

（2） ゴム製ほ乳器具  

ゴム製ほ乳器具は，次の試験法による試験に適合しなければならな  

い。   

1．材質試験  

a カドミウム及び鉛  

（1） ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包装の1．材質  

試験のa カドミウム及び鉛に準じて試験を行うとき，これに適合  

しなければならない。ただし，標準溶液として，カドミウム標準  

溶液及び鉛標準溶液各10mlにそれぞれ0．1mol／1硝酸を加えて100m  
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1としたものを用いる。 これに適合するとき，試験溶液中のカドミ   

ウム及び鉛の量はそれぞれ0．5〟g／ml以下であり，試料当たりに換   

算すると10〃g／g以下となる。  

2．溶出試験   

a 試験溶液の調製  

試料を水でよく洗った後，試料の重量1gにつき20mlの割合の   

指定された浸出用液を用い，40℃に保ちながら24時間放置し，試   

験溶液とする。   

b 試験  

（Dフェノール  

（1） ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包装の2．  

溶出試験のa フェノールを準用する。   

②ホルムアルデヒド  

（1） ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包装の2．  

溶出試験のb ホルムアルデヒドを準用する。   

③亜鉛  

浸出用液として水を用いて作った試験溶液20mlを採り，酢酸5  

滴を加えたものについて，原子吸光光度法又は誘導結合プラズ  

マ発光強度測定法により亜鉛の試験を行うとき，これに適合し  

なければならない。これに適合するとき，試験溶液中の亜鉛量  

は1〃g／ml以下となる。   

④重金属  

（1） ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包装の2．  

溶出試験のd 重金属を準用する。   

⑤蒸発残留物  

蒸発残留物試験を行うとき，その量は40〝g／ml以下でなけれ  

ばならない。ただし，水を浸出用液として用いる。  

4 金属缶（乾燥した食品（油脂及び脂肪性食品を除く。）を内容物とするも   

のを除く。以下この目において同じ。）  

金属缶は，次の試験法による試験（食品と直接接触する部分が合成   

樹脂で塗装されていないものについては，（2）試験の2．から6．までに   

示すものは除く。）に適合しなければならない。  

（1）試験溶液の調製  

特に定める場合以外は，次の方法により試験溶液を調製する。  

試料を水でよく洗い，各試験法に規定されている浸出用液を用い  
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